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議案第１３号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

   地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、戸籍法及び消防法に

基づく事務に係る標準手数料の設定等が行われることに伴い、本市の手数料につい

てこれに応じた措置を講ずるとともに、建築基準法に基づく事務に係る手数料を定

める等のため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 戸籍法に基づく事務に係る手数料の設定（第２条関係） 

    戸籍法が一部改正され、戸籍証明書が本籍地以外で請求できることとなること

等に伴い、戸籍法に基づく事務に係る手数料を次のように定めることとする。 

 (1) 本籍地以外での戸籍証明書の交付 ４５０円 

 (2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 ４００円 

 (3) 本籍地以外での除籍証明書の交付 ７５０円 

 (4) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 ７００円 

 (5) 電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 ３５０円 

 (6) 電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 ３５０円 

  ２ 消防法に基づく事務に係る手数料の引上げ（第４条関係） 

消防法に基づく浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク

貯蔵所の設置の許可に関する事務に係る手数料の額を次のように引き上げること

とする。 

区 分 改 正 後 改 正 前 

貯蔵最大数量 1,000kℓ以上 

5,000kℓ未満 
１，４５０，０００円 １，１８０，０００円 

貯蔵最大数量 5,000kℓ以上 

10,000kℓ未満 
１，７２０，０００円 １，４１０，０００円 

貯蔵最大数量 10,000kℓ以上 

50,000kℓ未満 
１，９２０，０００円 １，５９０，０００円 
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貯蔵最大数量 50,000kℓ以上 

100,000kℓ未満 
２，３６０，０００円 １，９５０，０００円 

貯蔵最大数量 100,000kℓ以上 

200,000kℓ未満 
２，７４０，０００円 ２，２７０，０００円 

貯蔵最大数量 200,000kℓ以上 

300,000kℓ未満 
５，６４０，０００円 ４，５５０，０００円 

貯蔵最大数量 300,000kℓ以上 

400,000kℓ未満 
７，２４０，０００円 ５，８２０，０００円 

貯蔵最大数量 400,000kℓ以上 ８，７９０，０００円 ７，０７０，０００円 

  ３ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴う規定の整

備（第６条、第２０条及び第２３条関係） 

    建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名が次のように改められ

ることに伴い、同法及びこれに基づく国土交通省令を引用する規定を整備するこ

ととする。 

改  正  後 改  正  前 

建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律 

建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律 

  ４ 建築基準法に基づく事務に係る手数料の設定（第９条関係） 

    建築基準法に基づく事務に係る手数料を次のように定めることとする。 

   (1) 建築物の敷地に係る接道要件を適用除外とされる既存不適格建築物の大規模

修繕等に関する特例の認定に係る審査手数料 ２７，０００円 

   (2) 道路内の建築制限を適用除外とされる既存不適格建築物の大規模修繕等に関

する特例の認定に係る審査手数料 ２７，０００円 

 ［適  用］ 

  １ 戸籍法に基づく事務に係る手数料の設定 

    令和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

  ２ 上記以外 

    令和 ６ 年 ４ 月 １ 日 


